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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも基礎（１１）、タワー（４）、ヨーイング部分、および少なくとも１つのブ
レード（７）を備えた少なくとも直径８０ｍ以上のロータを含む風力タービン（３）の設
置、廃止装置、およびメンテナンスの少なくとも１つのための巻き上げシステムであって
、
　前記基礎の上方に位置する前記風力タービンの既設部分と荷重支持継手とを確立するた
めの手段を含む第１の巻き上げ装置（１，３５）と、
　第２の巻き上げ装置（２，２０，３６）と、
を含み、
　前記最も重い部分の巻き上げ中、少なくとも前記第１の巻き上げ装置および前記第２の
巻き上げ装置に負荷を分散するとともに、
　１つの部品として巻き上げられ前記風力タービンの前記ヨーイング部分に属する部分で
ある最も重い部分で、前記第１の巻き上げ装置の最大巻き上げ荷重と前記最も重い部分の
質量との比が０．２より大きく、１より小さいことを特徴とする、
巻き上げシステム。
【請求項２】
　前記第１の巻き上げ装置（１）は、前記風力タービンの前記ヨーイング部分に支持され
ている、
請求項１に記載の巻き上げシステム。
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【請求項３】
　前記第１の巻き上げ装置は、１００トン未満の最大巻上げ荷重を有しており、前記最も
重い部分は、１００トンより大きい質量を有している、
請求項１または２に記載の巻き上げシステム。
【請求項４】
　前記風力タービンは、直接駆動風力タービンであって、前記最も重い部分は、直接駆動
発電機（６）または前記直接駆動発電機の頑丈な部分である、
請求項１から３のいずれか１項に記載の巻き上げシステム。
【請求項５】
　前記第２の巻き上げ装置（２，２０，３６）は、前記風力タービンの既設部分の前記ヨ
ーイング部分に支持されていない、
請求項１から４のいずれか１項に記載の巻き上げシステム。
【請求項６】
　前記第１の巻き上げ装置によって運ばれる部品と前記第２の巻き上げ装置によって運ば
れる部品の中で最も重い部品の質量を分配するように、バランス装置をさらに備え、
　前記第１の巻き上げ装置によって運ばれる質量部分は、１％から９９％の間である、
請求項５に記載の巻き上げシステム。
【請求項７】
　前記第２の巻き上げ装置（２０，３６）は、前記風力タービンの前記タワーへの荷重軸
受け接続を形成するための手段を備えている、
請求項５または６に記載の巻き上げシステム。
【請求項８】
　第３の巻き上げ装置を、さらに備えており、前記第３の巻き上げ装置は、少なくとも巻
き上げ動作の一部の間、前記最も重い部分の質量の一部を運ぶ、
請求項５から７のいずれか１項に記載の巻き上げシステム。
【請求項９】
　基礎（１１）、タワー（４）、ヨーイング部分、および少なくとも１つのブレード（７
）を有する少なくとも直径８０ｍ以上のロータを備えた風力タービン（３）の設置、廃止
装置およびメンテナンスのうちの少なくとも１つのための巻き上げシステムであって、
　前記タワー上の固定ポイント（２５）と、任意の前記固定ポイントに固定され前記タワ
ーに沿って移動できるクライミングクレーン（２４）とを備え、
　前記固定ポイントは、部分的にまたは完全に取り外し可能であって、前記風力タービン
の設置後に取り外し可能であって、別の風力タービンの設置、メンテナンス、または廃止
に再利用される、
巻き上げシステム。
【請求項１０】
　請求項５から８のいずれか１項に記載の巻き上げシステムを用いる巻き上げ動作方法で
あって、前記第１の巻き上げ装置は、別の巻き上げ装置によって、前記基礎上の前記風力
タービンの既設部分に固定される位置まで巻き上げられる、
方法。
【請求項１１】
　少なくとも前記第１の巻き上げ装置および別の巻き上げ装置による最も重い部分の巻上
げをさらに備え、
　巻き上げ動作中に、前記第１の巻き上げ装置によって運ばれる最も重い部分の最大質量
部分は、１つの部品として巻き上げられ前記風力タービンの前記ヨーイング部分に属する
部分である最も重い部分で、９９％未満である、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　少なくとも前記第１の巻き上げ装置および前記他の巻き上げ装置の組合せによって、前
記最も重い部分の巻き上げ動作の一部の間、前記第１の巻き上げ装置だけが前記最も重い
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部分を運ぶ場合には、前記第１の巻き上げ装置が過負荷になる巻き上げ位置がある、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　請求項９に記載の巻き上げシステムを用いる巻き上げ動作方法であって、
　前記クライミングクレーンによって使用されるために、１または複数の固定ポイントが
タワーに部分的または完全に設置され、後に、１または複数の固定ポイントのいずれかが
部分的または完全に削除され、完全に削除された前記固定ポイント（２５）または部分的
に削除された前記固定ポイントは、別の風力タービンの別の巻き上げ動作に再利用される
、
方法。
【請求項１４】
　前記固定ポイント（２５）は、ボルト（４４）を用いて前記タワー（４）に取り付けら
れており、
　前記ボルト（４４）は、前記タワー（４）の壁を通じて水平に伸びるように取り付けら
れており、
　少なくとも１つの固定ポイントは、少なくとも１つの前記ボルトを完全または部分的に
用いて、前記固定ポイントを前記ボルトに固定するナットを用いて、それにより、前記タ
ワーに取り付けられている、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１の巻き上げ装置の最大巻き上げ荷重と前記最も重い部分の質量との比は、０．
８より小さい、または０．７より小さい、または０．６より小さい、
請求項１に記載の巻き上げシステム。
【請求項１６】
　前記第１の巻き上げ装置は、８０トン未満の最大巻上げ荷重を有している、
請求項３に記載の巻き上げシステム。
【請求項１７】
　前記第１の巻き上げ装置によって運ばれる質量部分は、２０％から８０％の間、または
４０％から６０％の間である、
請求項６に記載の巻き上げシステム。
【請求項１８】
　前記第１の巻き上げ装置および前記第２の巻き上げ装置は、それぞれ約５０％ずつを運
ぶ、
請求項６に記載の巻き上げシステム。
【請求項１９】
　前記タワーに沿って前記第２の巻き上げ装置を移動させるための手段も備えている、
請求項７に記載の巻き上げシステム。
【請求項２０】
　前記第３の巻き上げ装置は、前記風力タービンの隣に位置する、または、前記風力ター
ビンから離れて位置する従来のクレーンである、
請求項８に記載の巻き上げシステム。
【請求項２１】
　巻き上げ動作中に、前記第１の巻き上げ装置によって運ばれる最も重い部分の最大質量
部分は、１つの部品として巻き上げられ前記風力タービンの前記ヨーイング部分に属する
部分である最も重い部分で、８０％未満、または、６０％未満、または、５０％未満であ
る、
請求項１１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第２の巻き上げ装置だけが前記最も重い部分を運ぶ場合には、前記第２の巻き上げ
装置が過負荷になる巻き上げ位置がある、
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請求項１２に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ボルト（４４）は、特に、金属製の２つ重なったタワーセグメント（４０，４１）
を互いに接続するために、前記タワー（４）の壁を通じて水平に伸びるように取り付けら
れている、
請求項１４に記載の方法。
【請求項２４】
　少なくとも基礎（１１）、タワー（４）、ヨーイング部分、および少なくとも１つのブ
レード（７）を備えた少なくとも直径８０ｍ以上のロータを含む風力タービン（３）の設
置、廃止装置、およびメンテナンスの少なくとも１つのための巻き上げ方法であって、
　前記基礎の上方に位置する前記風力タービンの既設部分と荷重支持継手とを確立するた
めの手段を含む第１の巻き上げ装置（１，３５）を提供するステップと、
　第２の巻き上げ装置を提供するステップと、
を備え、
　最も重い部分の巻き上げ中に、巻き上げシステムは、少なくとも第１および第２の巻き
上げ装置に荷重を分散させ、
　１つの部品として巻き上げられ前記風力タービンの前記ヨーイング部分に属する部分で
ある最も重い部分で、前記第１の巻き上げ装置の最大巻き上げ荷重と前記最も重い部分の
質量との比が０．２より大きく、１より小さいことを特徴とする、
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風力タービンの設置用巻き上げシステム、前記巻き上げシステムの使用を容
易にする手段を備えた風力タービン、風力タービンの重い部品の効率的な設置、直接駆動
発電機または風力タービンのロータの設置、風力タービンの廃止装置とメンテナンス、巻
き上げシステムを風力タービンに設置する方法、および巻き上げシステムを用いて風力タ
ービンの重い部分を効率的に巻き上げる方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　風力タービンの人件費および保守コストは、タービンのサイズが大きくなると徐々に増
加するため、コストを最小限に抑えるために、風力タービンはますます大きくなっている
。サイズと高さが増加すると、タービンの設置コストは徐々に増加するのではなく、少な
くともタービンのサイズに比例して増加する。利用可能な最大の産業用クレーンは、最大
の陸上風力タービンを設置するために必要である。これらの重いモジュラークレーンユニ
ットは、高価であり、多くの場合、道路の強化と特別な輸送許可が必要である。これらの
欠点に加えて、例えば、地形が複雑であるか、道路が小さすぎるため、そのようなクレー
ンが風力発電所の次のタービンに必要な場合には、前記クレーンには、常に利用できると
は限らない多くのスペースが必要である。そして、クレーンは、非効率的な時間のかかる
作業である解体、部品での輸送、再度試運転が行われる必要がある。
【０００３】
　説明したように、設置コストは、必要なクレーンのサイズとともに急速に上昇する。ク
レーンのサイズは、ホイストの最大重量とクレーンのリーチによって決まる。クレーンの
リーチは、基本的にタービンの高さによって決まる。そのため、特に、風力タービンの上
部の重い部品は、高い設置コストの原因となる。陸上のタービンの場合、このようなクレ
ーンを輸送するために数十台のトラックが必要である。オフショアタービンの場合、いわ
ゆるジャッキアップに取り付けられたクレーンが必要である。これは、船体を海面上に持
ち上げることができる可動脚を備えた自動昇降プラットフォームである。これも、非常に
高価な方法である。
【０００４】
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　比較的新しい解決策は、建設中の風力タービンのタワーに沿って登るクレーンを使用す
ることである。このようなクレーンにより、設置コストが大幅に削減される。しかしなが
ら、風力タービンの最上部の最も重い部分を設置する場合には、クライミングクレーンに
よって風力タービンに掛かる荷重は非常に高くなる。これにより、クライミングクレーン
のコストが増加し、風力タービンの強化が必要になり、さらにコストが増加する。別の方
法は、米国特許第８０６９６３４号に開示されている方法であって、従来のクレーンを用
いて風力タービンのタワーの上部に吊り上げフレームを設置し、その後、吊り上げフレー
ムが重い部品をタワー上部に吊り上げることができる。この解決策のリフティングフレー
ムは、大きくて重い構造であって、大型の産業用クレーンの使用に比べて多少の改善はあ
るものの、それでもコストが高く、現場でリフティングフレームを作動させるのに多くの
時間が必要である。
【０００５】
　よって、特に大型の汎用クレーンを必要とすることなく、洋上および陸上の両方の風力
タービンをより効率的に設置する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第８０６９６３４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、既存の解決策の上記の欠点を解消することである。
　これに関して、本発明の一態様によれば、風力タービンの設置および／または廃止およ
び／またはメンテナンスのために、風力タービンは、少なくとも基礎、タワー、ヨーイン
グ部分、および少なくとも１つのブレードを備えた少なくとも８０ｍの直径のロータを備
えた巻き上げシステムが提案され、巻き上げシステムは、基礎の上方に位置する風力ター
ビンの既設部分と荷重支持継手を確立する手段を含む第１の巻き上げ装置を含み、巻き上
げシステムは、第１の巻き上げ装置の最大巻き上げ荷重と、０．２より大きく１より小さ
く、特に、０．８より小さく、特に、０．７より小さく、好ましくは０．６より小さい、
１つの部品として巻き上げられ風力タービンのヨーイング部分に属する部分である最も重
い部分の質量との比によって特徴付けられる。
【０００８】
　一見すると、最大のホイストを巻き上げることができないように見えるため、当業者は
そのような巻き上げシステムを設計することはないであろう。驚くべきことに、第１の巻
き上げ装置と第１の巻き上げ装置を設置するために使用されたクレーンとの組み合わせを
使用することにより、十分な能力があることを認識すべきである。驚くべき結果は、第１
の巻き上げ装置が、より軽量で、したがってより安価であり、タービンにかかる荷重が少
ないため、ジョイントがより安くなり、巻き上げシステムが最も重い部分を巻き上げるこ
とができるということである。巻き上げシステムは、巻き上げ荷重を少なくとも第１およ
び他の巻き上げ装置に分散させることが有利である。この方法により、両方のシステムは
、より低い最大荷重に合わせて寸法設定できるため、より安価で軽量になる。
【０００９】
　本発明の実施形態の別の利点は、ホイストが２つのホイストケーブルによって巻き上げ
られ、それぞれが一端においてホイストに固定され、他端において異なるホイスト装置に
固定されているため、より良く制御でき、風への感度が低くなることである。設置プロセ
スが高速化され、ホイストと風力タービンの既設部分との損傷による破壊的な衝突のリス
クが軽減されたホイストは、より正確に配置される。
【００１０】
　一実施形態では、巻き上げシステムの第１の巻き上げ装置は、風力タービンのヨーイン
グ部分上に支持されている。ヨーイング部分は、タワー頂部に対してヨーイングできる風
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力タービンのパーツとして定義される。別の可能な定義は、そのような軸受けが存在する
場合に、ヨーイング部分が風力タービンのヨー軸受けの回転可能な部分に接続されている
風力タービンの部分である。通常、ヨーイング部分に属する風力タービンの部分は、メイ
ンフレーム、ナセル、直接駆動発電機となり得る発電機、存在する場合は、ギアボックス
、ハブ、ブレード、場合によっては、変圧器である。また、ヨー軸受け自体も、ヨーイン
グ部分の一部と見なされる。
【００１１】
　一実施形態では、第１の巻き上げ装置は、タワー上部に接続され、したがって、ヨーイ
ング部分には接続されない。
　好ましい実施形態では、第１の巻き上げ装置の最大巻き上げ能力は、１００トン未満、
特に、９０トン未満、より詳細には８０トン未満である。さらに好ましい実施形態では、
１つの部品として巻き上げられ、風力タービンのヨーイング部分に属する最も重い部分の
重量は、１００トン、特に、１１０トンを超える。
【００１２】
　巻き上げシステムの実施形態では、第１の巻き上げ装置は、第１の巻き上げ装置に固定
されたウインチを備えており、ウインチによって加えられた荷重は、第１の巻き上げ装置
および風力タービンの既に設置された部分への接続点を介して渡される。
　一実施形態では、巻き上げシステムの第１の巻き上げ装置は、吊り上げポイントと、巻
き上げ装置と風力タービンの既設部分との間の耐荷重接続を作成するための少なくとも１
つの接続ポイントを備えたビームを含み、吊り上げポイントは、少なくとも１つの接続ポ
イントに対して移動でき、特に、この移動により、１ｍ以上、特に、３ｍ以上、好ましく
は、５ｍ以上３０ｍ未満の水平方向における変位が可能になる。水平方向における変位は
、同時に垂直方向の変位を伴っていてもよい。
【００１３】
　一実施形態では、風力タービンは、直接駆動風力タービンであり、最も重い部分は、直
接駆動発電機または直接駆動発電機の頑丈な部分である。
　本発明の一実施形態によれば、巻き上げシステムは、多目的産業用クレーンであり得る
第２の巻き上げ装置をさらに備える。利点は、最も重い部分の全重量を巻き上げる必要が
なく、第１の巻き上げ装置と荷重を分担できるため、産業用クレーンの容量を小さくでき
ることである。第２の巻き上げ装置は、風力タービンが設置される水底によって支持され
るクレーン、または船のクレーンであってもよく、この船は、水底の構造によって安定化
されてもよい。
【００１４】
　本発明の一実施形態によれば、第２の巻き上げ装置は、風力タービンのタワーに設置さ
れたクレーンであり、タワーに沿って登ることができる。このような第２の巻き上げ装置
は、最も重い部分を単独で巻き上げる必要がない場合は、小型で安価である。また、その
ような第２の巻き上げ装置によってタワーに伝達される負荷はより少なく、したがって、
タワー強化の必要性がより少なくなり、さらにコストが削減される。本発明のこの実施形
態によれば、最も重い部分は、第１の巻き上げ装置および第２の巻き上げ装置によって巻
き上げられる。
【００１５】
　本発明の一実施形態によれば、第２の巻き上げ装置は、風力タービンのタワーへの耐荷
重接続を行う手段を含み、風力タービンタワーは、第２の巻き上げ装置を受け入れるため
のマッチングポイントを含む。第２の巻き上げ装置は、タワーに沿って、特に、本質的に
垂直方向に登る手段をさらに備えてもよい。
　最も重い部分の定義は、風力タービンのヨーイング部分に属しており、単一のホイスト
で巻き上げられる風力タービンの最も重い部分である。最も重い部品の例は、直接駆動発
電機、風力タービンのロータ、または直接駆動発電機またはロータの頑丈な部分である。
【００１６】
　本発明の一実施形態によれば、巻き上げシステムは、第３の巻き上げ装置をさらに備え
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ている。例えば、第１の巻き上げ装置は、風力タービンのヨーイング部分に固定され、第
２の巻き上げ装置は、風力タービンのタワーに固定され、第３の巻き上げ装置は、比較的
小型の多目的産業用クレーンであって、タワーに第２の巻き上げ装置を設置するか、場合
によっては、第２の巻き上げ装置が引き継ぐ可能性のある位置までトラックから第１の巻
き上げ装置を引き上げる。第３の巻き上げ装置は、例えば、輸送機などの輸送手段から最
も重い荷物を拾うためにさらに使用されてもよい。トラックを移動し、第１および第２の
巻き上げ装置が荷重を引き継ぐ位置に移動する。より一般的には、第３の巻き上げ装置は
、少なくとも巻き上げ動作の一部の間、最も重い部分の質量の一部を運ぶことができる。
【００１７】
　一実施形態では、巻き上げシステムは、第１の巻き上げ装置によって運ばれる質量部分
と第２の巻き上げ装置によって運ばれる部分の中で最も重い部分の質量を分配するバラン
ス装置をさらに備えており、第１の装置によって運ばれる質量部分は９９％、特に、２０
％～８０％、より特に、４０％～６０％、好ましくは、第１の巻き上げ装置および第２の
巻き上げ装置は、それぞれ約５０％を運ぶ。バランス装置は、ホイストに接続されたシャ
フトを備えたプーリであって、プーリ上のケーブルは、一方の側が第１の巻き上げ装置に
、他方の側が第２の巻き上げ装置に接続されている。あるいは、バランス装置は、一端で
第１の巻き上げ装置により、他端で第２の巻き上げ装置により支持される構造ビームであ
ってもよい。巻き上げ荷重は、構造ビームがほぼ水平位置にあるときにホイストが巻き上
げ装置上に均等に分散されるように、構造ビームの中央にある吊り上げポイントに接続で
きる。吊り上げポイントは、その端の巻き上げシステムが荷重のより大きなシェアを受け
るように、一端に近くすることもできる。
【００１８】
　一実施形態では、巻き上げシステムは、第１および第２の巻き上げ装置の両方のスタン
ドおよび荷重に関するデータを使用して両方の装置を制御し、特に、第１の巻き上げ装置
の測定荷重を用いて、第２の巻き上げ装置の動作を制御する、より詳細には、第２の巻き
上げ装置の負荷を使用して、第１の巻き上げ装置の動作を制御する制御システムをさらに
含む。このような制御システムは、第１の巻き上げ装置の動作が第２の装置の過負荷を引
き起こしたり、その逆を引き起こしたりすることを回避する。
【００１９】
　本発明の一態様によれば、風力タービンを設置するための方法が提案されており、この
方法は、基礎の上の風力タービンの既設部分に固定される位置に別の巻き上げ装置によっ
て第１の巻き上げ装置を巻き上げることを含む。特に、第１の巻き上げ装置は、風力ター
ビンのヨーイング部分に設置される。
　一実施形態では、
この方法は、少なくとも第１の巻き上げ装置による最も重い部分の巻き上げをさらに含み
、巻き上げ動作中、第１の巻き上げ装置によって運ばれる最も重い部分の最大質量部分は
、９９％未満、特に、８０％未満、さらに特に、６０％未満、好ましくは約５０％である
。
【００２０】
　一実施形態では、本方法は、第１の巻き上げ装置および第２の巻き上げ装置のみによる
最も重い部分の巻き上げ動作の一部の間、第１の巻き上げ装置だけが最も重い部分を運ぶ
場合には、第１の巻き上げ装置が過負荷になる巻き上げ位置があり、特に、第２の巻き上
げ装置だけが最も重い部分を運ぶ場合には、第２の巻き上げ装置が過負荷になる巻き上げ
位置がある。
【００２１】
　巻き上げシステムの一実施形態では、建設中のタービンのヨーイング部分にそれを支持
するための手段を含む第１の巻き上げ装置、クライミングクレーンの形態の第２の巻き上
げ装置、および比較的小さな産業用クレーンの形態の第３の巻き上げ装置を含む。産業用
クレーンは、クライミングクレーンを設置する。クライミングクレーンは、より高いタワ
ーセグメント、メインフレーム、ナセル、第１の巻き上げ装置を取り付ける。第１の巻き
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上げ装置およびクライミングクレーンは、その後、直接駆動発電機、ハブ、ブレードを設
置する。この巻き上げ方法を使用するこの巻き上げシステムの利点は、陸上風力タービン
に大型の産業用クレーンが必要ないことである。オフショアタービンの場合には、クライ
ミングクレーンを使用して第１の巻き上げ装置を設置し、続いて、風力タービンのヨーイ
ング部分を部分的または１つのホイストとして巻き上げるために、第１の巻き上げ装置お
よびクライミングクレーンを使用することにより、最大のリフティング船またはジャッキ
アップの使用が回避される。
【００２２】
　本発明の例示的な実施形態は、以下の図面に示されている。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】建設中の風力タービンと巻き上げシステムとを示す図。
【図２】建設中の風力タービンと巻き上げシステムとを示す図。
【図３】建設中の風力タービンと巻き上げシステムとを示す図。
【図４】クライミングクレーンと固定ポイントとを有する風力タービンタワーを示す図。
【図５】レール型固定ポイントを有する建設中の風力タービンを示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図面は、縮尺どおりに描かれていないことを理解されたい。
　図１は、建設中の風力タービン３の設置に使用される第１の巻き上げ装置１および第２
の巻き上げ装置２を含む巻き上げシステムを示す。風力タービンは、基礎１１、タワー４
およびヨー軸受け１０を含む。ヨーイング部分は、ナセル５、直接駆動発電機６、および
ハブ８および１つ以上のブレード７を含むロータを含む。ロータは最も重い部分であって
もよい。第１の巻き上げ装置は、風力タービンのヨーイング部分に支持されており、ビー
ム１５と、ロータの巻き上げポイント１３に固定された巻き上げケーブル１４とを備えて
いる。第２の巻き上げ装置は、巻き上げケーブル１２を備え、ロータの巻き上げポイント
９に固定されている。さらに、とりわけ、それは、吊り下げポイント１７の水平移動を可
能にするアクチュエータ１６を備えている。
【００２５】
　図２は、建設中の風力タービンの設置に使用される第１の巻き上げ装置１と第２の巻き
上げ装置２０とを含む別の巻き上げシステムを示している。建設中の風力タービンのナセ
ル５は、この図では透明に描かれているため、ヨー軸受け１０に支持されているメインフ
レーム２６が見えている。メインフレームは、第１の巻き上げ装置１のビーム２８が取り
付けられる支持体２７を有する。第１の巻き上げ装置は、巻き上げポイント２９に固定さ
れた巻き上げケーブル１４を介して発電機６の質量の一部を巻き上げている。第２の巻き
上げ装置は、タワーに設置された固定ポイント２５によって風力タービンタワー４に取り
付けられたコラム２４を備えたクライミングクレーンである。クライミングクレーンは、
ビーム２３と、直接駆動発電機６の巻き上げポイント２２に固定された巻き上げケーブル
２１とをさらに備えている。直接駆動発電機は、最も重い部分であってもよく、これは、
第１の巻き上げ装置と第２の巻き上げ装置との組み合わせによって巻き上げられる。
【００２６】
　図３は、クライミングクレーン３５の形態の第１の巻き上げ装置とクライミングクレー
ン３６の形態の第２の巻き上げ装置とを含む別の巻上システムを再び示している。図３で
は、多くの固定ポイント２５のうちの２つだけに番号が付けられている。最も重い部分は
ナセル３３であり、これは巻き上げシステム、つまり２つのクライミングクレーンによっ
て巻き上げられる。
【００２７】
　図１～図３では、第１および／または第２の巻き上げ装置は、最も重い部分を単独で巻
き上げて設置するには不十分である。
　図４は、下部タワーセグメント４０および上部タワーセグメント４１を備えた風力ター
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ビンのタワーの一部の断面図、固定ポイント２５の断面図、およびロックピン４８とロッ
クフック４７が描かれているクライミングクレーン２４の一部の断面図を示す。固定ポイ
ントは、ボルト４３およびボルト４４によって取り外し可能な方法でタワーセグメントに
固定される。ナット４２および４６を取り外すことにより、固定ポイント２５を取り外し
て別の風力タービンタワーで再利用することができる。タワーセグメント間の接続は、ナ
ット４５と組み合わされたボルト４４によって維持される。
【００２８】
　図５は、ビーム５１および巻き上げケーブル５２を備えたクライミングクレーン５０を
備えた建設中の風力タービンを示す。クライミングクレーンは、レール型の固定ポイント
５３に取り付けられており、レール型の固定ポイントに沿って本質的に垂直方向に移動す
ることができる。レール型の固定ポイントは、タワーから完全にまたは部分的に取り外す
ことができる。クライミングクレーンは、より高い固定ポイントを設置し、それらを完全
または部分的に取り外して、別の風力タービンに再利用できる。レール型の固定ポイント
は、互いに接続されることができ、例えば、ボルト接続等の任意の既知の方法によって風
力タービンタワーに接続される。接続は、図５には示されていない。
【００２９】
　本発明に係る巻き上げシステムまたは他の巻き上げシステムは、タワー上の任意の固定
ポイントに固定され、場合によっては、タワーに沿って移動できるクライミングクレーン
を備えていてもよい。風力タービンの設置に必要な固定ポイントは、コストに大きく貢献
する。本発明の一実施形態によれば、固定ポイントは、部分的または完全に取り外し可能
であるため、風力タービンの設置後に取り外すことができ、別の風力タービンの設置また
は保守または廃止に再利用される。固定ポイントを設置する方法は、小型多目的クレーン
によって１つ以上の下部固定ポイントを設置するステップ、設置された固定ポイントへの
クライミングクレーンの設置、およびクライミングクレーンによる高い固定ポイントの設
置のいずれかのステップを含む。
【００３０】
　あるいは、固定ポイントを設置位置に吊り上げるために、風力タービン、例えば、風力
タービンのヨーイング部分に固定された小型の補助クレーンが使用される。同じ方法を逆
の順序で使用して、固定ポイントを排除することができる。１つの可能性としては、固定
ポイントの一部は取り外し可能で、一部は取り外し可能ではない、別の可能性としては、
いくつかの固定ポイントが部分的に取り外し可能である、例えば、本質的にタワーの外側
の部分は取り外し可能であるが、本質的に内側の部分はタワーに残される。
【００３１】
　１つの側面によれば、固定ポイントはボルトを使用してタワーに取り付けられ、ボルト
は、特に金属製の２つの重なり合うタワーセグメントを互いに接続するために、タワーの
壁を通じて水平方向に延びるように取り付けられ、各固定ポイントは、少なくとも１つを
完全にまたは部分的に使用してタワーに取り付けられ、ボルトと固定ポイントをボルトに
固定する追加のナットとを使用して、固定ポイントをタワーに固定する。このようにして
、固定ポイントを効果的な方法で取り付けることができ、同時に、固定ポイントを除去す
ることができる解決策を提供することができる。１つの側面によれば、ボルトは、固定ポ
イントを取り外したときにタワーの壁に残されるため、対応する穴を閉じる必要がなくな
い。
【００３２】
　上記の説明におけるクライミングクレーンという用語は、基礎の上に風力タービンの既
設部分に取り付けられ、少なくともタワーの上部４分の１を設置することができるクレー
ンとして解釈される。クライミングクレーンの実施形態は、タワーに沿って本質的に垂直
方向に登ることができる。クライミングクレーンの別の実施形態では、単一の位置で基礎
の上のタワーに固定され、クライミングは、地上からこの単一の位置に移動する単一のス
テップのみを指す。
【００３３】
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　固定ポイントは、特定のタワーエリアに分散する目的でタワーに接続される前にタワー
に取り付けられた任意の構造であって、クライミングクレーンがタワーに力を及ぼすこと
で、タワーが過負荷になる。本発明の一実施形態によれば、そのような固定ポイントは、
タワーから部分的または完全に取り外すことができ、取り外し可能な部品は、別のタワー
に再設置することができる。タワーには、クライミングクレーンが接続する位置の間に、
少なくとも５メートル、特に、少なくとも１０メートルの明確な固定ポイントがいくつか
ある。あるいは、固定ポイントは線形タイプのものであってもよく、例えば、クライミン
グクレーンが上下に移動できるレールで、レール型固定ポイントと呼ばれる。本発明の一
実施形態によれば、そのようなレール型の固定ポイントは、取り外し可能な部品を別のタ
ワーに再設置できるように、部分的または完全に取り外すこともできる。
【００３４】
　別のタワーという用語は、建設中の別のタワーを指す場合がある。タービンのタワーは
、任意の材料、特に、金属、コンクリート、木材、複合材、またはそれらの組み合わせで
作ることができる。タワーの壁にある１つ以上の穴は、固定ポイントとそのような穴の設
置は、プラグ等、固定ポイントが部分的に完全に除去された場合のゴムを用いて、閉じる
ことができる。
【００３５】
　上記の説明は、巻き上げシステムを使用した風力タービンの設置に焦点を当てている。
本発明は、風力タービンの設置に限定されず、追加的または代替的に、巻き上げシステム
を使用する風力タービンの保守または廃止に使用することができる。
　巻き上げシステムは、システムの動作制限内での動作のみを許可するコンピュータを介
して制御される。システムは、例えば、地面、クレーン、建設中のタービンから、リモー
トおよび固定コントローラによって制御される。クレーンのオペレータは、カメラの助け
を借りることができる。
【００３６】
　本出願において、「含む」という用語は、他の要素またはステップを除外しないことを
理解されたい。また、「ａ」および「ａｎ」という用語のそれぞれは、複数を除外するも
のではない。請求項内の参照符号は、請求項の範囲を限定するものと解釈されてはならな
い。
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